
インターネット
投票は
こちらから

　  

28
・
２
４
３
４

保
険
課
国
民
健
康
保
険
・
医
療
係

　 

28
・
０
９
１
７

保
険
課
高
齢
者
・
介
護
係

　 

28
・
０
１
０
０

さ
れ
る
公
的
年
金
か
ら
天
引
き
（
特
別
徴
収
）

し
ま
す
。

　
対
象
と
な
る
方
（
世
帯
）
は
次
の
と
お
り
で

す
。

▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
係

　
令
和
３
年
度
の
国
民
年
金
保
険
料
は
月
額
１

万
６
千
６
１
０
円
で
す
。

　
納
付
方
法
は
、
納
付
書
、
口
座
振
替
、
ク
レ

ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い
か
ら
選
択
で
き
ま
す
。

○
納
付
書
払
い 

　
銀
行
、
農
協
、
信
用
金
庫
等
の
他
に
コ
ン
ビ

ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
で
納
付
が
で
き
ま
す
。

○
口
座
振
替

　
金
融
機
関
等
で
手
続
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、
口
座
振
替
で
毎
月
の
保
険
料
を
納
め
る

場
合
、
当
月
分
の
保
険
料
を
当
月
末
に
引
き
落

と
す
「
早
割
」
を
申
し
込
む
と
月
額
50
円
の
割

引
に
な
り
ま
す
。

○
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
払
い

　
年
金
手
帳
、
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
を
持
参
の

上
、
年
金
事
務
所
に
お
い
て
手
続
を
行
っ
て
く

だ
さ
い
。

　
口
座
振
替
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー
ド
の
引
き
落

と
し
時
期
は
、
金
融
機
関
・
ク
レ
ジ
ッ
ト
カ
ー

ド
会
社
に
よ
っ
て
異
な
り
ま
す
の
で
事
前
に
各

会
社
へ
ご
確
認
を
お
願
い
し
ま
す
。

▼
問
合
せ
　
名
古
屋
西
年
金
事
務
所

　 

０
５
２
・
５
２
４
・
６
８
５
５

住
民
課
住
民
・
年
金
係
　 

　
28
・
０
９
６
６

　
令
和
３
年
度
の
固
定
資
産
税
の
縦
覧
と
閲
覧

を
次
の
と
お
り
行
い
ま
す
。

　
縦
覧
と
は
、
納
税
者
が
自
己
の
土
地
や
家
屋

の
評
価
額
と
他
の
土
地
や
家
屋
の
評
価
額
と
を

比
較
し
て
、
適
正
か
ど
う
か
を
帳
簿
に
よ
り
確

認
し
て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。
閲
覧
と
は
、
納

税
者
本
人
が
所
有
す
る
土
地
や
家
屋
に
つ
い

て
、
課
税
台
帳
に
登
録
さ
れ
た
内
容
を
確
認
し

て
い
た
だ
く
制
度
で
す
。

　
縦
覧
・
閲
覧
と
も
住
所
・
氏
名
等
が
確
認
で

き
る
も
の
（
運
転
免
許
証
等
）
を
お
持
ち
く
だ

さ
い
。
代
理
の
場
合
は
委
任
状
も
必
要
で
す
。

　
借
地
借
家
人
の
方
は
賃
貸
借
契
約
書
を
提
示

し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
よ
っ
て
、
閲
覧
の
み
で

き
ま
す
。

　
納
税
通
知
書
の
発
送
は
４
月
１
日（
木
）、
第

１
期
及
び
前
納
の
納
期
限
は
４
月
30
日（
金
）の

予
定
で
す
。

▼
縦
覧

▽
期
　間
　
４
月
１
日（
木
）〜
30
日（
金
）午

前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分
（
土
・
日
曜

日
、
祝
日
は
除
く
）

▽
と
こ
ろ
　
役
場
１
階
４
番
窓
口
税
務
課

▽
手
数
料
　
無
料

▼
閲
覧

▽
期
　間
　
４
月
１
日（
木
）〜
令
和
４
年
３
月

31
日（
木
）の
午
前
８
時
30
分
〜
午
後
５
時
15
分

（
土
・
日
曜
日
、
祝
日
、
年
末
年
始
は
除
く
）

▽
と
こ
ろ
　
役
場
１
階
４
番
窓
口
税
務
課

▽
手
数
料
　
１
件
２
百
円
。
た
だ
し
、
縦
覧
期

間
中
は
無
料
で
す
。

▼
問
合
せ
　
税
務
課
課
税
係

　 

28
・
２
４
３
４

　
令
和
３
年
度
の
住
民
税
、
国
民
健
康
保
険

税
、
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
と
介
護
保
険
料

の
仮
徴
収
額
を
、
４
月
、
６
月
、
８
月
に
支
給

info

国
民
年
金
保
険
料
の
お
し
ら
せ

info

固
定
資
産
税
の
縦
覧・閲
覧
と
納
期

info

税
金
な
ど
の
特
別
徴
収

①令和３年２月に特別徴収（年金からの天引き）で納めている方（世帯）

②令和３年４月から８月までの間に、新たに特別徴収（仮徴収）の対象になる方（世帯）

　令和３年２月に特別徴収として年金から天引きされた税額および保険料額と同じ額を、特別徴収（仮
徴収）として４月、６月、８月の年金から天引きします。ただし、住民税については、原則として令和
２年度に年金から天引きされた年税額の半額を、４月、６月、８月の３回に分けて天引きします。
　※令和３年４月から令和４年３月までの間に世帯主が７５歳になる世帯の国民健康保険税について
　　は、納付方法が特別徴収から普通徴収（納付書または口座振替で納付）に変わります。
　※通知書は、日本年金機構が発送する年金振込通知書をもって代えさせていただきます。（国民健康
　　保険税、後期高齢者医療保険料及び介護保険料について、令和３年２月に特別徴収した保険料額
　　と、６月、８月に年金から天引きする保険料額が異なる場合は、別途通知します。）

住民税

国民健康
保険税

後期高齢者
医療保険料

介護保険料

■問合せ
　税務課課税係
　　２８・２４３４

■問合せ
　保険課国民健康保険・
　医療係　
　　２８・０９１７

■問合せ
　保険課国民健康保険・
　医療係　
　　２８・０９１７

■問合せ
　保険課高齢者・介護係　
　　２８・０１００

※対象の方（世帯）には、仮徴収額決定通知書を送付します。
※上記の条件に該当していても対象にならない場合があります。詳しくは各担当までお問い合わせください。

①世帯主が国民健康保険の被保険者の世帯
②世帯内の国民健康保険の被保険者の方全員が６５歳以上７５
歳未満で構成された世帯
③世帯主の特別徴収の対象となる年金が年額１８万円以上であ
り、国民健康保険税が介護保険料と合わせて、年金額の２分
の１を超えない世帯

新たに特別徴収（仮徴収）の対象になる方はいません。

①令和３年２月１日までに後期高齢者医療制度の被保険者に
なった方
②被保険者の特別徴収の対象となる年金が年額１８万円以上で
あり、後期高齢者医療保険料が介護保険料と合わせて、年金
額の２分の１を超えない方

①令和３年２月１日までに介護保険の第１号被保険者になった
方
②被保険者の特別徴収の対象となる年金が年額１８万円以上の方

　町は、令和4年（2022年）に町制施行50周年の節目を迎えます。町制施行50周年を
町内外に広くＰＲするとともに、この節目の年を皆様と一緒に祝い、盛り上げていただ
けるよう、50周年記念のロゴマークを皆様の投票で決定します。

候補作品５つの中から、１つ選んでください。

A

D E

B C

投票資格：どなたでも投票可能　※投票は１人１票

投票期間：４月１日（木）～３０日（金）

投票方法：インターネットまたは投票用紙による投票

投票場所：役場1階ロビー・社会教育センター
　　　　　学習等供用施設（新栄・東部・冨士）
　　　　　総合福祉センター（しいの木・さざんか・ひまわり）

特別徴収（仮徴収）対象者

問合せ　企画財政課 企画・情報係　　　28・0913

豊山町町制５０周年記念
ロゴマーク一般投票

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

子
育
て
ひ
ろ
ば

情
報
コ
ー
ナ
ー

ま
な
び
す
と

わ
い
わ
い
プ
ラ
ザ

町
政
あ
ん
な
い 

特
　集

特
　集

町
政
あ
ん
な
い 

情
報
コ
ー
ナ
ー

子
育
て
ひ
ろ
ば

キ
ラ
リ
健
康
ナ
ビ

ま
な
び
す
と

わ
い
わ
い
プ
ラ
ザ

21 広報とよやま　令和3年4月号
町政あんない 20広報とよやま　令和3年4月号

町政あんない


